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平成２２年１２月１日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 相続税還付金充当処分取消等請求事件（以下「甲事

件」という。） 

平成●●年（○○）第●●号 損害賠償請求事件（以下「乙事件」という。） 

口頭弁論終結日 平成２２年８月２７日 

 

判     決 

     原告         Ｘ 

     被告         国 

     甲事件処分行政庁   岐阜北税務署長 

 

主     文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 甲事件 

（１）岐阜北税務署長が平成２０年３月２４日付けで原告に対してした平成１０

年６月６日相続開始の相続税に係る国税還付金及び同還付加算金の充当処分

を取り消す。 

（２）岐阜北税務署長が平成２０年４月２５日付けで原告に対してした納税者Ａ

の相続税に係る連帯納付義務に基づく各督促処分（督促状発付第●●号から

    第●●号までに係るもの）を取り消す。 

２ 乙事件 

被告は、原告に対し、９０１万３９００円を支払え。 
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第２ 事案の概要 

１ 事案の骨子 

甲事件は、岐阜北税務署長が、Ｂ（以下「Ｂ」という。）の死亡により開始

した相続に係る相続税について、共同相続人の一人に滞納があったため、他の

共同相続人である原告に対し、相続税法３４条１項に定める連帯納付義務に基

づき、同義務に係る連帯納付債権に、原告が被告に対して有していた還付金及

び還付加算金（以下「本件還付金等」という。）を充当する処分（以下「本件

充当処分」という。）をするとともに、残額について督促処分（以下「本件各

督促処分」といい、本件充当処分と併せて「本件各処分」という。）をしたと

ころ、原告が、本件各処分は権利の濫用であり違法であるなどと主張して、本

件各処分の取消しを求めている事案である。 

乙事件は、原告が、本件充当処分は違法であると主張して、被告に対し、国

家賠償法１条１項に基づき、同処分による損害金９０１万３９００円の支払を

求めている事案である。 

２ 法令の定め 

（１）連帯納付義務 

相続税法上、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべ

ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当

該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互い

に連帯納付の責めを負う（同法３４条１項）。 

（２）督促 

納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、一部

の例外を徐き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければ

ならない（国税通則法（以下「通則法」という。）３７条１項）。 

（３）充当 

国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金（以下
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「還付金等」という。）がある場合において、その還付を受けるべき者につ

き納付すべきこととなっている国税があるときは、同法５６条１項の規定に

よる還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならず、かつ、そ

の場合、その国税のうちに延滞税又は利子税があるときは、その還付金等は、

まず延滞税又は利子税の計算の基礎となる国税に充当しなければならない

（同法５７条１項）。 

（４）還付加算金 

また、国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当す

る場合には、還付金等に関する一定の区分に従って定める日の翌日からその

還付のための支払決定の日又はその充当の日（同日前に充当をするのに適す

ることとなった日がある場合には、その適することとなった日）までの期間

（他の国税に関する法律に別段の定めがある場合には、その定める期間）の

日数に応じ、その金額に年７．３パーセントの割合を乗じて計算した金額（以

下「還付加算金」という。）をその還付し、又は充当すべき金額に加算しな

ければならない（同法５８条１項）。 

３ 前提となる事実 

本件において、以下の事実は、掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に

認定することができる。なお、書証番号は特に断らない限り枝番号を含む。 

（１）当事者等（甲１、乙１） 

ア 原告、Ｃ（以下「Ｃ」という。）及びＡ（以下「Ａ」といい、Ｃと併せ

て「Ｃら」という。また、原告とＣらを併せて「原告ら」という。）は、

いずれもＢとその配偶者Ｄ（以下「Ｄ」という。）の間の子であり、Ｂに

は原告ら以外に子はいない。 

イ Ｂは、平成１０年６月６日に、Ｄは、平成１５年７月２６日に、それぞ

れ死亡した。 

（２）本件還付金等の発生 
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ア Ｂ死亡に係る相続（以下「本件相続」という。）に係る相続税（以下「本

件相続税」という。）について、原告は、岐阜北税務署長に対し、別表１

の「申告」欄、「第１次修正申告」欄及び「第２次修正申告」欄のとおり

記載した各申告書並びに同表の「第１次更正の請求」欄のとおり記載した

更正の請求書を提出したところ、同税務署長は、同表の「第１次更正の請

求に対する更正処分」欄及び「更正処分」欄記載のとおり、各更正処分を

行った（甲１）。 

イ その後、原告は、同表の「第２次更正の請求」欄のとおり更正の請求を

したところ、同税務署長は、同表の「第２次更正の請求に対する通知処分」

欄のとおり更正をすべき理由がない旨の通知処分（以下「本件通知処分」

という。）をした（甲１）。 

ウ 原告は、平成１８年１２月２０日付けで、本件通知処分を不服として同

税務署長に対し異議申立てをしたところ、同税務署長は、平成１９年３月

１９日付けでこれを棄却する旨の異議決定をした（甲１、乙１）。 

原告は、平成２０年１月国税不服審判所長に対し、同処分について審査

請求をしたところ、同所長は、同月３１日付けで、同処分を全部取り消す

旨の裁決をした（甲１、乙１）。 

エ 上記裁決により、原告には、同年３月２４日時点で、本税８５８万６８

００円及びこれに対する還付加算金４２万７１００円の合計９０１万３９

００円の本件還付金等が発生した（乙２）。 

（３）本件各処分に至る経緯 

ア Ａは、平成２０年３月当時、本件相続税のうちＡに係る相続税を滞納し

ており、当該滞納に係る相続税（以下「本件滞納相続税」という。）の同

月２４日当時の内訳及び納期限等は、別表２のとおりであった（乙５）。 

イ 岐阜北税務署長は、同月１３日付けで、原告に対し、原告が相続税法３

４条１項の規定により本件相続によって受けた利益の価額である３０７７
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万１８９１円を限度として、他の相続人と連帯して本件滞納相続税を納付

する責任がある旨を通知した（甲３、乙４）。 

ウ 同税務署長は、同月２４日付けで、原告に対し、本件還付金等について、

通則法５７条１項に基づき、別表２記載の本件滞納相続税に充当する旨の

本件充当処分をした（乙２、５、６）。 

エ 同税務署長は、本件滞納相続税が完納されていないとして、同年４月２

５日付けで、原告に対し、通則法３７条１項及び３項に基づき、別表３記

載のとおり発生していた本件滞納相続税について本件各督促処分をした

（甲２、乙７）。 

（４）不服申立て及び本件訴えの提起 

ア 原告は、岐阜北税務署長に対し、本件充当処分につき平成２０年４月１

３日付けで、本件各督促処分につき同月２９日付けで、それぞれ異議申立

てをしたところ、同税務署長は、同年６月２７日付けで、原告の上記各異

議申立てをいずれも棄却する旨の異議決定をした（乙８、９）。 

イ 原告は、同年７月２２日付けで、国税不服審判所長に対し、本件各処分

につきそれぞれ審査請求をしたところ、同所長は、通則法１０４条１項に

基づきこれらを併合して審理した上、平成２１年２月１３日付けで、原告

の上記各審査請求をいずれも棄却する旨の裁決をした（甲１、乙１０）。 

ウ 原告は、同年８月１０日、甲事件に係る訴えを提起し、さらに、平成２

２年１月８日付けで、行政事件訴訟法１９条１項に基づき、乙事件に係る

訴えを甲事件に係る訴えに併合して提起した（顕著な事実）。 

４ 争点及びこれに対する当事者の主張 

本件における争点は、①本件各処分の適法性、②岐阜北税務署長の故意又は

過失及び原告の損害の有無であり、これらについての当事者の主張は以下のと

おりである。 

（１）本件各処分の適法性（争点①）について 
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【被告の主張】 

ア 相続税の連帯納付義務について 

相続人又は受遺者が２人以上ある場合に、各相続人等は、自らが負担す

べき固有の相続税の納税義務のほかに、他の相続人等の固有の相続税の納

税義務について、その相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金

額を限度として、連帯納付義務を負う（相続税法３４条１項）。そして、

上記「受けた利益の額」とは、相続又は遺贈により取得した財産の価額か

ら相続税法１３条の規定による債務控除の額並びに相続又は遺贈により取

得した財産に係る相続税額及び登録免許税額を控除した後の金額をいうも

のと解される（名古屋高金沢支判平成１７年９月２１日・訟務月報５２巻

８号２５３７頁、相続税法基本通達３４条関係１）。 

本件では、原告は、本件相続の共同相続人であり、本件相続により岐阜

県羽島郡の土地（以下「本件土地」という。）を取得していたことから、

本件土地の価額３９８５万６３２０円から債務及び葬式費用の金額４９万

４０２９円並びに相続税額８５９万０４００円を控除した３０７７万１８

９１円を限度として、本件滞納相続税の連帯納付義務を負っている。 

イ 本件充当処分について 

税務署長は、還付金等があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければ

ならない一方、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者に

つき納付すべきこととなっている国税があるときは、上記還付に代えて、

還付金等をその国税に充当しなければならないとされている（通則法５６

条１項、５７条１項）。 

本件でも、本件充当処分が行われた平成２０年３月２４日当時、原告が

被告に対し本件還付金等合計９０１万３９００円の支払請求権を有してお

り、他方で、３０７７万１８９１円を限度として本件滞納相続税を納付す

る責任を負っていたことから、岐阜北税務署長は、上記規定に従い本件充
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当処分を行ったものであり、何ら違法はない。 

ウ 本件各督促処分について 

納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、そ

の納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない（通則

法３７条１項）ところ、その「納税者」には、相続税に係る連帯納付責任

により国税を納付すべきものも含まれる（同法２条５号）。 

本件でも、原告は相続税法３４条１項の規定により連帯納付義務を負う

者であり、通則法２条５号に規定する納税者に該当するところ、本件各督

促処分が行われた平成２０年４月２５日当時、原告が納付すべき本件滞納

相続税は既に納期限を経過していたことから、岐阜北税務署長は、上記各

規定に従い本件各督促処分を行ったものであり、何ら違法はない。 

【原告の主張】 

ア 被告は、相続によって受けた利益の価額を限度として連帯納付義務があ

るというが、そもそも原告は、本件相続について相続分の放棄をしており、

一部しか相続していない上、原告はＢに対して寄与分８００万円を出して

おり、遺留分もあるため、納付税額はもっと少ないはずである。 

イ 被告は、本来の納税義務者であるＡやその他の共同相続人であるＣから

徴収することなく、相続分を放棄した原告から徴収しているが、これでは

原告が相続した相続分全部が相続税として取られてなくなってしまう。原

告は、相続分を大部分放棄し、一部しか相続していないのに対し、他の共

同相続人は法定相続分より多く相続したため本件滞納相続税を支払う資力

が十分にあり、岐阜北税務署長は、これらの者から容易に本件滞納相続税

を回収することができたはずである。それにもかかわらず原告に対して本

件各処分を行うことは、いずれも公平性を欠き、信義則違反又は権利濫用

に当たり違法である。 

（２）岐阜北税務署長の故意又は過失及び原告の損害の有無（争点②）について 
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【原告の主張】 

上記（１）【原告の主張】のとおり、本件充当処分は違法であるところ、

岐阜北税務署長は、故意又は過失によりこれを行い、原告には同処分の額と

同額の９０１万３９００円の損害が発生した。 

【被告の主張】 

争う。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 連帯納付義務について 

（１）前記法令の定めのとおり、相続税法上、同一の被相続人から相続又は遺贈

により財産を取得したすべての者は、その相続又は遺贈により取得した財産

に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当す

る金額を限度として、互いに連帯納付の責めを負う（同法３４条１項）。そ

して、上記「受けた利益の価額」とは、相続又は遺贈により取得した財産の

価額から同税法１３条の規定による債務控除の額並びに相続又は遺贈により

取得した財産に係る相続税額及び登録免許税額を控除した後の金額をいうも

のと解される（相続税基本通達３４条関係１）。 

（２）前記前提となる事実のとおり、原告らはいずれもＢの子であり、本件相続

の共同相続人であるところ、証拠（甲３５から３８まで、乙１、１１から１

５まで）及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実が認められる。 

ア Ａは、平成１２年５月、原告、Ｄ及びＣを相手方として、岐阜家庭裁判

所に本件相続に係る遺産分割調停の申立てをしたが、その後、調停は不成

立となり、審判事件（以下「本件審判事件」という。）に移行した。 

イ 原告は、Ｂの所有名義となっていた本件土地につき、平成１２年７月２

４日付けで、相続を原因とする所有権移転登記を経由し、平成１３年には

同土地を２筆に分筆し、そのうち１筆を相続税の支払のために物納した。 

ウ 原告は、平成１６年１月ころ、岐阜家庭裁判所に対し相続放棄の申述を



 

 9 

したところ、同年３月４日付けで同申述を却下する旨の審判がされ、同審

判は同月６日に原告に告知され、同月２３日に確定した。なお、原告は、

同年１２月１０日、上記審判を不服として名古屋高等裁判所に対して即時

抗告を申し立てたが、同裁判所は、平成１７年１月１１日付けでこれを却

下する旨の決定をした。 

エ 原告は、平成１６年２月９日付けで、岐阜家庭裁判所に対し、本件相続

に係る原告の相続分全部を放棄し、本件審判事件から脱退する旨の届出を

した。 

オ 岐阜家庭裁判所は、平成１６年１１月、本件審判事件について、預貯金

等の金銭債権及び本件土地を除く本件相続に係る相続財産をＣらに取得さ

せる旨の審判（以下「本件分割審判」という。）をした。 

カ Ｃは、本件分割審判を不服として名古屋高等裁判所に即時抗告を申し立

てたが、同裁判所は平成１７年２月１０日付けで同抗告を棄却し、同審判

は確定した。 

（３）上記各事実によれば、原告は、本件審判事件に際し、相続放棄の申述を却

下されており、また、相続分放棄の届出及び本件審判事件からの脱退の届出

をしたものの、それ以前に本件土地の所有権を取得し、同土地を分筆した一

部を相続税の支払のために物納しており、かつ、本件分割審判においても、

本件土地を除いて遺産分割がされているというのであるから、原告は、本件

土地をＢから相続したものと認められ、原告は、相続税法３４条１項にいう

「相続又は遺贈により財産を取得したすべての者」に含まれることになる。 

このことに加え、前記前提となる事実別表１によれば、原告は、平成１８

年９月１５日付けで取得財産の価額３９３５万６３２０円（ただし、３９８

５万６３２０円の誤りであると考えられる。）、債務及び葬式費用の額４９

万４０２９円、原告固有の相続税額８５９万０４００円として更正の請求を

行っているというのであるから、結局、上記取得財産の価額である３９８５
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万６３２０円は本件土地の価額であり、ここから上記債務及び葬式費用の額

４９万４０２９円並びに原告固有の相続税額８５９万０４００円を差し引い

た３０７７万１８９１円が同条項にいう「受けた利益の価額」に該当するも

のと認められる。 

したがって、原告は、上記３０７７万１８９１円を限度として、本件滞納

相続税の連帯納付義務を負っているというべきである。 

２ 本件充当処分について 

（１）前記法令の定めのとおり、税務署長は、還付金等があるときは、遅滞なく、

金銭で還付しなければならない一方、還付金等がある場合において、その還

付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税があるときは、上

記還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない（通則法５

６条１項、５７条１項）。 

（２）そうであるところ、前記前提となる事実によれば、本件充当処分が行われ

た平成２０年３月２４日当時、原告は被告に対し本件還付金等合計９０１万

３９００円の支払請求権を有しており、他方で、前記１（３）のとおり、原

告は、３０７７万１８９１円を限度として本件滞納相続税の連帯納付債務を

負っていたところ、別表２のとおり、同日時点における本件滞納相続税の総

額は２４５９万０２００円であったというのである。 

（３）そうだとすれば、通則法５７条１項にいう「その還付を受けるべき者につ

き納付すべきこととなっている国税」があるときに当たるのであるから、岐

阜北税務署長には、上記通則法の規定に従い、本件還付金等を本件滞納相続

税の連帯納付債務に充当する義務があったといえる。 

したがって、岐阜北税務署長がした本件充当処分は適法である。 

３ 本件各督促処分について 

（１）前記法令の定めのとおり、納税者がその国税を納期限までに納付しない場

合には、税務署長は、一部の例外を除き、その納税者に対し、督促状により
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その納付を督促しなければならない（通則法３７条１項）。そして、上記「納

税者」とは、国税に関する法律の規定により国税を納める義務がある者をい

うところ（同法２条５号）、連帯納付義務者もまた、国税に関する法律であ

る相続税法の規定により国税を納める義務がある者であり、特段の除外規定

もない以上、「納税者」に当たり、同法３７条１項の督促の対象者になるも

のと解すべきである。 

（２）前記前提となる事実のとおり、原告が納付すべき本件滞納相続税の納期限

はいずれも平成１９年３月２６日から同年１２月１４日までの間に到来して

おり、本件各督促処分が行われた平成２０年４月２５日当時には、いずれも

納期限を経過していたことが認められる。 

そうだとすれば、岐阜北税務署長には、上記通則法の規定に従い、本件滞

納相続税の連帯納付義務者である原告に対し、督促状によりその納付を督促

する義務があったといえる。 

したがって、岐阜北税務署長がした本件各督促処分はいずれも適法である。 

４ 原告の主張について 

（１）以上に対し、原告は、Ｃらは法定相続分以上の財産を相続し、本件滞納相

続税を支払う資力が十分にあるのに対し、原告はＢからの相続を放棄し資力

がないとした上で、岐阜税務署長が、容易に本件滞納相続税を回収すること

ができるＣらではなく、原告に対して本件各処分を行うことは、公平性を欠

き、信義則違反又は権利濫用に当たり違法である旨主張する。 

そこで検討するに、本来の納税義務者が現に十分な財産を有し、同人から

滞納に係る相続税を徴収することが極めて容易であるにもかかわらず、国税

当局が同人又は第三者の利益を図る目的で恣意的に同相続税の徴収を行わず、

相続税法３４条１項に基づき他の相続人等に対して滞納処分を執行したよう

な場合には、権利の濫用として当該処分は違法になるものと解すべきである。

しかしながら、本件においては、前記２のとおり、本件各処分の際、原告に
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は本件還付金等が生じていた一方で、本件滞納相続税の連帯納付義務を負っ

ており、岐阜北税務署長には本件還付金等を本件滞納相続税の連帯納付債務

に充当する義務があったのであるから、国税当局が恣意的に本件各処分を行

ったということはできない。また、証拠（甲６、７、３４）によれば、本来

の納税義務者であるＡは、本件各処分時までに、Ｂから相続した不動産を複

数売却したほか、一部は相続税の支払のために物納していたこと、国税当局

も、本件各処分時までに、Ａ名義の複数の不動産について滞納処分を行って

いたことが認められる。それにもかかわらず、前記前提となる事実のとおり、

本件各処分の際には本件滞納相続税の滞納があったというのであるから、国

税当局がＡからの徴収を怠っていたとはいえないし、Ａから徴収することが

極めて容易であったともいえない。また、証拠（乙４の１）によれば、岐阜

北税務署長は、Ｃに対しても連帯納付責任のお知らせを送付していたことが

認められる上、その余の全証拠を精査しても、同税務署長が恣意的に原告と

Ｃに対する取扱いを異にしていると認めるに足りる事情は見当たらない。し

たがって、本件各処分が信義則違反や権利の濫用に当たるとはいえない。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

（２）また、原告は、原告の被相続人に対する寄与分や遺留分が本件相続税の計

算に反映されておらず、本件相続税の額が過大である旨主張する。しかしな

がら、上記主張が本件相続税の税額確定処分の違法をいうものであれば、税

額確定処分と徴収処分とは、その目的を異にする手続であり、税額確定処分

の違法は徴収処分には承継されず、税額確定処分に存する瑕疵を理由として

徴収処分の取消しを求めることはできないと解すべきである。また、上記主

張が、原告が本件相続により受けた利益の価額その他原告の納税義務を争う

ものであれば、原告が受けた利益の価額は前述したとおりであって、寄与分

や遺留分を理由にこの額が減少するものではなく、また、規定がない以上上

記を理由に連帯納付義務が減免されることもない。したがって、原告の上記
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主張は失当であり、採用することができない。 

（３）このほか、原告は、相続回復請求権（民法８８４条）、憲法１１条、１４

条、２９条、３１条等を列挙し、本件各処分がこれらの規定に違反するなど

と主張しているが、上記のとおり説示したところに照らせば、本件各処分が

上記各規定に違反していると認めることはできず、他に本件各処分を違法と

認めるべき事情は見当たらず、原告の上記主張はいずれも採用することがで

きない。 

５ 結論 

よって、原告の請求は、その余の点について判断するまでもなくいずれも理

由がないから、これらを棄却することとし、主文のとおり判決する。 

なお、原告は、本件の弁論終結後である平成２２年９月１１日付けで「裁判

官除斥申立事件」と題し、「法定の原因がある場合、除斥を求める」「忌避の

文面を適用する」などと記載した書面を提出している。しかし、原告は、同年

６月１０日付けで、当裁判所の裁判官３名について、訴訟指揮に関する不服を

理由として忌避の申立てを行い、同月２４日付けでこれを却下する旨の決定が

され、同決定は抗告されることなく確定したにもかかわらず、再度上記書面を

提出しているものであり、これが仮に裁判官の除斥又は忌避の申立てであると

しても、申立権を濫用するものであり不適法であることは明らかであるから、

これを却下する。 
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